
自分チラシ原稿入稿シート

自己PRの新ツール「自分チラシ」で自分を売り込む！自己紹介を強烈なインパクトに。

http://www.jibunchirashi.com
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自分チラシ申し込みの流れ

1.このPDFを印刷してください。白黒印刷でもかまいません。

2.自分チラシ。サービス利用約款をご確認ください

3.制作するチラシの情報と個人情報をご記入ください。

4.印刷した紙に一行テキストなど必要事項にご記入ください。

5.ご記入漏れがないかご確認ください。

6.デザインに必要な画像ファイルなどは「要素番号」と「画像番号」（【1】画像など）を判別出来るようにして

CD、現像写真、Eメールなどで送ってください。

画像はくっきりとした明るく加工し易いものをお願いします。

7.ご記入頂いた紙を上記送付物と合わせて送ってください。画像はEメール、ご記入頂いた紙は郵送及びFAXでも

かまいません。

8.すでに代理店店頭でお支払い以外の方は弊社から料金の支払いのご案内を封書及びEメールで致します。

9.ご入金確認後、デザイナーが原稿を基にチラシを作成（およそ一週間）後、封書及びEメールでお客様に送付

10.お客様ご確認後、電話及びEメール等にて弊社にご連絡後印刷を行います（およそ10日間）

11.印刷が終わりましたら、速やかに配送いたします。配送先はお申し込み受付の際に入力していただいた配送希

望先住所になります。



自分チラシ申込書
■サービス利用規約同意チェック

□　 規約に同意する

■チラシ情報※項目毎にどちらかチェック必須

＊コート　光沢があり写真やグラデーションなどの色表現に優れています。

＊マットコート　しっとりとした質感でパンフレットやカタログに多く使用されています。

■オプション【追加料金】必要な場合チェックして下さい。

■紹介コード　(代理店コード)　英数字

＊自分チラシを紹介して頂いた方の正しい紹介コードを書き込んで頂きますと１，０００円割引になります。

■個人情報（送り先）※書込み必須

■通信欄　要望など

用紙※ □　コート　　□　マットコート　　どちらでも料金は同じです。

部数※
□　１００部 １８，０００円 税抜 システム代行込
□　５００部 １９，０００円 税抜 システム代行込
□　１０００部 ２０，０００円 税抜 システム代行込

選択 オプション名 追加料金 説　明

□ 　帯広告なし 　２，０００円 チラシ最下部の帯広告が必要ない場合

紹介コード

会社名 (例：株式会社スイム)

お名前※ (例：山田太郎)

メールアドレス (例：aaa@aaa.com)

電話番号 ※ (例：012-345-6789)

郵便番号 ※ (例：012-3456)

都道府県 ※ (例：兵庫県)

郡市区町村 ※ (例：姫路市保城町)

字・番地 ※ (例：1009-4)

建物 (例：マンション名など)



 

デザインに必要な画像ファイルなどは「要素番号」(1)と「画像番号」（【1】画像など）を判別出来るようにし
てCD、現像写真、Eメールなどで送ってください。画像はくっきりとした明るく加工し易いものをお願いします
。

情報を書き込んでください。

要素番号 1
要素名 自己アピール

要素説明 伝えたいことをチラシの上に入れます。

要素補足 一番伝えたいことを一行テキストに入れて
下さい。

【1】一行テキスト

【2】一行テキスト



 

デザインに必要な画像ファイルなどは「要素番号」(2)と「画像番号」（【1】画像など）を判別出来るようにし
てCD、現像写真、Eメールなどで送ってください。画像はくっきりとした明るく加工し易いものをお願いします
。

情報を書き込んでください。

要素番号 2
要素名 自己アピール2

要素説明 雑誌の表紙風に写真が真ん中に入り、テキ
ストが両側に入ります。

要素補足 【4】テキストには、自分の心がけている
2つのことを入れて下さい。（英語がわから
ない場合は入れなくても大丈夫です）

【1】一行テキスト

【2】一行テキスト

【1】テキスト

【2】テキスト

【3】テキスト

【4】テキスト



 

自分チラシ。サービス利用約款　１ページ目 
株式会社スイム(以下､｢当社｣という｡)が提供する自分チラシサービス(以下､｢本サービス｣という｡)の内容やその申込方法等については､この自分チラシサー

ビス利用約款(以下､｢本利用約款｣という｡)で定める｡本利用約款への同意を得られない方は､本サービスの利用が出来ません。本サービスの申込の前に､必ず

本利用約款の内容を確認してくいただき、申し込みが有った時点で、本規約の全ての内容に同意されたものと見なします。

■第1条(本利用約款の目的)

本利用約款は､本サービスの内容及びそのご利用方法について定めるものとする｡

■第2条(申込の方法)

本サービスの申込者(以下､｢申込者｣という｡)は､PDF申込により本サービスの申込を行うものとする｡

■第3条(本サービスの利用の開始)

第２条に定める申し込みを行った時点から本サービスの利用を開始したと定め、利用料金が発生する｡

■第4条（秘密保持義務）

甲及び乙は、秘密情報を秘密として保持し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示しまたは漏洩しないものとする。但し、監督官

公庁の要求もしくは法令の定めに従って開示する場合はこの限りではなく、その場合、相手方に対して直ちに開示の事実を通知するものとする。

２　前項の第三者とは、甲または乙の役員、従業員、甲または乙の弁護士、会計士その他のアドバイザーで法令上秘密保持義務を負う者（秘密保持規約を

交わしている者を含む）ならびに甲または乙が指定し相手方が同意した者（以下、「従業員等」という）以外の者をいう。

３　甲及び乙は、本件業務の遂行上必要な場合のほか、秘密情報または秘密情報を含む媒体について、複製、翻案、翻訳等をしてはならない。

４　甲及び乙は、本規約に規定されている秘密保持義務について、本件業務に関与する自己の従業員等（労働派遣事業会社の派遣社員含む）に遵守させる

ものとする。

■第5条（目的外使用禁止）

甲及び乙は、相手方から開示された秘密情報を本件業務遂行の目的にのみ使用するものとし、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく他のいかなる

目的にも使用しないものとする。

■第6条（禁止事項）

本サービスは、自分自身をアピールするために、自分自身のチラシを制作し印刷物を配布することにあり、その利用目的以外の利用を禁じます。また、以

下に該当する場合は利用できないものとする。

1. 利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。

1) 他の利用者、第三者または当社の財産、プライバシーを侵害する行為、もしくは侵害するおそれがある行為。

2) 他の利用者、第三者または当社を差別、誹謗中傷し、あるいは第三者の名誉、信用を毀損する行為、もしくはそのおそれがある行為。

3) 他の利用者、第三者または当社に不利益、損害を与える行為、もしくはそのおそれがある行為。

4) 他の利用者、第三者の個人情報を売買または譲受する行為、もしくはそのおそれがある行為。

5) 公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為、あるいはそれを助長する行為。

6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の定める性風俗特殊営業を行う、あるいは性風俗特殊営業に関する行為。

7) 賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用する行為。犯罪を助長し、または誘発するおそれのある行為、あるいはそれを幇助する行為。

8) 当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為、あるいは事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。

9) 当社または第三者になりすます行為（詐称するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。）

10)本人以外の使用、配布し、または提供する行為。

11)本サービスまたはその他の当社が提供するサービスの運営を妨げる行為。

12)公職選挙法に抵触する行為。

13)その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する全ての行為。

2. 利用者は本条に該当する行為により、第三者および当社に対して損害を与えた場合は、自己の費用と責任とによって解決し、当社に損害を与えることの

ないものとします。

■第7条（定義）

「成果物」とは本サービスによって、乙が制作を行った以下の成果物をいう。

(1) 画像データ及びレイアウトデータ

(2) 印刷されたチラシ

■第8条（事例の開示）

乙は、成果物を「制作実績」として、インターネット上、または、各種資料などに掲載し開示する権利があるものとする。甲は、その開示状況や内容がい

かなる場合も認めるものとする。

■第9条（損害賠償）

乙は、甲の本サービスの利用に当たり機会損失も含め、いかなる損害も賠償しないものとする。

■第10条（不完全性）

本サービスは性質上、完全で有ることが困難であり、甲は、以下を認め乙に一切の責は無いものとし、普及や代替え措置などを求めないものとする。

(1)サーバーの停止やFAX及びネットワークの障害など、起こりうる様々な事由によりにより、利用画面が表示出来ない状況になること。

(2)郵送中の事故、システムの障害など、起こりうる様々な事由により成果物や運用上に入力や作成したデータの破損。

(3)その他、乙が本サービスを提供するに当たりあらかじめ予見しなかった起こりうる様々な事由により本サービスに何らかの支障をもたらす事。

■第11条（納期）

乙は、本サービスの定める納期である完全入稿から２週間以内に完成して納品する。

２　乙は、納期の厳守につとめるが、やむを得ない理由により納期までに成果物を納品できないことが判明した場合、その時点で乙は速やかにその旨を甲

に連絡するものとし、甲はその延期を認めるものとする。



 

自分チラシ。サービス利用約款　２ページ目 
■第12条（入稿期限）

甲は、本サービスへの申し込みを行うことにより利用可能になる入稿管理システムの開示から１４日以内に入稿を完了するものとする。万が一完了しない

場合は、本サービス申し込みにおける権利の放棄と見なされ、その場合、成果物の納品を受けることが出来ず、また、一切の返金も無いものとする。

■第13条（検収と納品）

甲は、乙より成果物の検証を依頼されてから、１週間以内に検収を完了し、その旨を乙に速やかに通知する。甲が期間内に乙に通知を行わなかった場合、

甲は成果物の検収を完了し合格と認めたものとし、印刷物を納品するものとする。

２　前項において、成果物が検収を完了しなかった場合には、甲は明確な指示をもって乙に改修を依頼し、乙は速やかに修補し、再度甲の検収を受けなけ

ればならない。

３　検収完了後は、いかなる瑕疵および、不備または欠陥が発見された場合でも有償での対応とする。

４　本サービスの特性上、甲が入稿管理システムを通じ提出した入稿物の印象のまま乙が成果物を制作・納品するため、その結果、間違いや欠落などが生

じても乙は一切の責を負わないものとする。

■第14条（成果物の変更）

甲は、成果物に対し、乙に有償で変更・追加を求めることができ、乙はこれに応じる。但し、当該変更により、発生する経費は前金にて納入するものとす

る。

■第15条（成果物に関する甲の権利）

成果物に係わる一切の著作権（翻訳権、翻案件及び二次著作物の利用に関する権利を含む）は、一切移転されないものとする。

２　甲は成果物を利用するに当たり、乙により印刷され納品した印刷物に限り利用できるものとする。

３　乙は、本サービスで制作されるいかなるデータも甲に受け渡さないものとする。

４　万が一、甲が２項で定められた以外（複製やコピーなどを含む）に利用した場合、乙は甲に対し、２０万円を請求できるものとし、甲は速やかに支払

う義務があるものとする。

■第16条（権利の侵害）

甲は、不適当な指図、第三者の権利を侵害するものを本サービスに対し利用しない事。万が一、権利侵害などによる問い合わせや紛争が起きた場合は甲が

全て対応するものとし乙は関与しないものとする。

■第17条（保守の範囲）

本規約に基づき、乙が行う保守支援業務の範囲以下のように定める。

(1)受付は、乙の営業時間（平日 ９時から１８時）とする。

(2)対応方法は、電子メールのみとし、甲からの電話では回答しないものとする。

(3)対応は、乙の努力範囲での速やかな対応とする。

(4)乙が、技術的、知識的に対応可能な範囲とする。

(5)一般的なインターネットの利用方法（電子メールの使い方やソフトウェアの利用方法など）などは対応の範囲外とする。

■第18条（成果物対価）

甲は乙に対し、本サービスの利用料として自分チラシのウェブサイト上で明記されている費用を支払うものとする。

■第19条（契約の解除）

甲は、本件業務の完了以前に次の各号の一つに該当する場合に、乙にその旨を通告し、この規約を解除することができる。その場合、甲は乙に対し第

１９条「成果物対価」に定められる初期費用を支払う義務があるものとする。

(1) 乙が、自らの責任により経営存続が不可能となった場合

(2) 本規約の各条項に違反する行為を行った場合

(3) 乙が、社会的に反する行為等により、社会的な信用を失ったとみなされる場合

(4) 乙が判断する本サービスにふさわしくな行為を甲が行った場合

(5) 既に支払われた費用は払い戻されないものとする。

■第20条（合意管轄）

甲及び乙は、前条の協議にもかかわらず、甲乙間で解決が得られなかった紛争は、乙の指定する裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とすることに同意

する。


